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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

21日・春分の日 国　税／ 令和3年分所得税の確定申
告 2月16日～3月15日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月15日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月15日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月10日

国　税／ 個人事業者の令和3年分消
費税の確定申告 3月31日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 3月31日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 3月31日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 3月31日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月15日

　自治体により差はありますが、毎年4月から、固定資産税の土地・
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間が設けられています。縦覧では、
所有する土地・家屋の価格を他の土地等と比較し、その価格が適
正であるか確認できます。閲覧は、固定資産課税台帳のうち所有
資産の記載事項を確認できる制度で、年間を通じて閲覧できます。

固定資産税の縦覧と閲覧
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健
康
保
険
で
は
、
被
保
険
者
の
傷

病
や
死
亡
の
場
合
、
ま
た
は
出
産
し

た
場
合
に
保
険
給
付
が
行
わ
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
そ
の
被
扶
養
者
の
傷
病
・

死
亡
・
出
産
に
つ
い
て
も
保
険
給
付

が
行
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
は
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

の
範
囲
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
３
年
８
月
よ
り
夫
婦

共
働
き
の
場
合
の
認
定
の
取
扱
い
が

変
更
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
変

更
点
も
併
せ
て
お
伝
え
し
ま
す
。

一
　
被
扶
養
者
と
は  

　

被
扶
養
者
に
該
当
す
る
の
は
、
75

歳
未
満
で
日
本
国
内
に
住
所
を
有

し
、
被
保
険
者
に
よ
り
主
と
し
て
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ

び
次
の
㈠
と
㈡
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
た
場
合
で
す
。

　

国
内
居
住
要
件
に
つ
い
て
は
、
令

和
２
年
４
月
１
日
よ
り
、
被
扶
養
者

の
認
定
要
件
と
し
て
、
従
来
の
生
計

維
持
要
件
に
加
え
、
国
内
居
住
要
件

（
住
民
票
が
あ
る
こ
と
）
が
追
加
さ

れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
留
学
生
や
海
外
赴
任
に

同
行
す
る
家
族
等
の
日
本
国
内
に
生

活
の
基
礎
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
国
内
居
住
要
件
の
例

外
と
し
て
、
被
扶
養
者
の
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

な
お
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
本
国
籍
を

有
し
て
お
ら
ず
、「
特
定
活
動
（
医

療
目
的
）」「
特
定
活
動
（
長
期
観

光
）」
で
滞
在
す
る
方
は
、
被
扶
養

者
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

㈠　

収
入
要
件

　

年
間
収
入
１
３
０
万
円
未
満
（
60

歳
以
上
ま
た
は
障
害
者
の
場
合
は
、

年
間
収
入
１
８
０
万
円
未
満
）、
か

つ
、
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
を
満

た
す
者
で
す
。

①　

同
居
の
場
合

　
　

原
則
と
し
て
、
収
入
が
被
保
険

者
の
収
入
の
半
分
未
満

②　

別
居
の
場
合

　
　

収
入
が
被
保
険
者
か
ら
の
仕
送

り
額
未
満

　

こ
こ
で
い
う
「
年
間
収
入
」
と
は
、

過
去
の
収
入
の
こ
と
で
は
な
く
、
被

扶
養
者
に
該
当
す
る
時
点
お
よ
び
認

定
さ
れ
た
日
以
降
の
年
間
の
見
込
み

収
入
額
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

年
間
収
入
１
３
０
万
円
未
満
で

は
、
給
与
所
得
等
の
収
入
が
あ
る
場

合
は
、
月
額
10
万
８
３
３
３
円
以

下
、
雇
用
保
険
等
の
受
給
者
の
場

合
、
日
額
３
６
１
１
円
以
下
で
あ
れ

ば
要
件
を
満
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
被
扶
養
者
の
収
入
に
は
、

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
、
公
的
年

金
、
健
康
保
険
の
傷
病
手
当
金
や
出

産
手
当
金
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

雇
用
保
険
の
待
期
期
間
中
で
も
、

収
入
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合

は
、
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

　

た
だ
し
、
基
本
手
当
の
額
が
収
入

の
限
度
額
を
上
回
っ
た
場
合
は
、
扶

養
削
除
の
届
出
が
必
要
で
す
。

※
　
医
療
職
の
被
扶
養
者
の
特
例

　
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ
ク

チ
ン
接
種
業
務
に
従
事
す
る
被
扶

養
者
に
つ
い
て
は
、
被
扶
養
者
の

収
入
確
認
の
際
に
、
当
該
業
務
に

従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
給
与
収
入

を
算
入
し
な
い
こ
と
と
す
る
特
例

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
令
和
４

年
２
月
末
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
特

例
が
、
令
和
４
年
９
月
末
ま
で
延

長
さ
れ
ま
し
た
）。

㈡　

同
一
世
帯
の
条
件

①　

被
保
険
者
と
同
居
し
て
い
る
必

要
が
な
い
者

・　

配
偶
者

・　

子
、
孫
お
よ
び
兄
弟
姉
妹

・　

父
母
、
祖
父
母
な
ど
の
直
系

尊
属

②　

被
保
険
者
と
同
居
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
な
者

・　

前
記
①
以
外
の
３
親
等
内
の

親
族
（
伯
叔
父
母
、
甥
姪
と
そ

の
配
偶
者
な
ど
）

・　

内
縁
関
係
の
配
偶
者
の
父
母

お
よ
び
子
（
当
該
配
偶
者
の
死

後
、
引
き
続
き
同
居
す
る
場
合

を
含
む
）

二
　
夫
婦
共
働
き
の
場
合  

　

夫
婦
と
も
に
収
入
が
あ
る
場
合
の

被
扶
養
者
の
認
定
は
、
年
間
収
入
の

多
い
方
の
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
が

行
わ
れ
ま
す
。

　

年
間
収
入
は
、
過
去
の
収
入
、
現

健康保険における

被扶養者の
認定基準　
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時
点
の
収
入
ま
た
は
将
来
の
収
入
な

ど
か
ら
「
今
後
１
年
間
の
収
入
を
見

込
ん
だ
額
」
を
算
出
し
ま
す
（
令
和

３
年
７
月
末
以
前
は
、
当
該
被
扶
養

者
届
が
提
出
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年

の
「
前
年
分
の
年
間
収
入
」
の
多
い

方
の
被
扶
養
者
と
す
る
こ
と
が
原
則

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
）。

　

夫
婦
双
方
の
年
間
収
入
の
差
額
が

年
間
収
入
の
多
い
方
の
１
割
以
内
で

あ
る
場
合
は
、
被
扶
養
者
の
地
位
の

安
定
を
図
る
た
め
、
届
出
に
よ
り
、

主
と
し
て
生
計
を
維
持
す
る
者
の
被

扶
養
者
と
し
ま
す
。 

　

な
お
、
配
偶
者
が
加
入
す
る
制
度

に
よ
っ
て
年
間
収
入
の
見
込
み
額
の

算
出
方
法
が
異
な
り
ま
す
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

①　

配
偶
者
が
被
用
者
保
険
の
被
保

険
者
の
場
合

　
　

被
保
険
者
と
同
様
、
過
去
の
収

入
、
現
時
点
の
収
入
ま
た
は
将
来

の
収
入
な
ど
か
ら
今
後
１
年
間
の

収
入
を
見
込
ん
だ
額
を
比
較
し
、

い
ず
れ
か
多
い
方
を
主
と
し
て
生

計
を
維
持
す
る
者
と
し
ま
す
。

②　

配
偶
者
が
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
の
場
合

　
　

直
近
の
年
間
所
得
で
見
込
ん
だ

年
間
収
入
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か

多
い
方
を
主
と
し
て
生
計
を
維
持

す
る
者
と
し
ま
す
。

三
　
届
出
に
用
い
る
添
付
書
類
等  

　

被
扶
養
者
異
動
手
続
き
の
際
の
添

付
書
類
は
、
大
き
く
分
け
る
と
次
の

㈠
か
ら
㈣
の
確
認
書
類
が
あ
り
、
㈢

と
㈣
は
該
当
す
る
場
合
の
み
添
付
を

求
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
例
と
し
て
「
協
会
け

ん
ぽ
」
に
よ
る
添
付
書
類
を
取
り
上

げ
ま
す
の
で
、
健
康
保
険
組
合
の
被

保
険
者
に
つ
い
て
は
、
各
健
康
保
険

組
合
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

㈠　

続
柄
の
確
認
書
類

　

次
の
い
ず
れ
か
を
添
付
し
ま
す（
コ

ピ
ー
不
可
）。

①　

被
扶
養
者
の
戸
籍
謄（
抄
）本

②　

住
民
票
の
写
し
（
被
保
険
者
が

世
帯
主
で
、
被
扶
養
者
と
同
一
世

帯
で
あ
る
場
合
に
限
り
ま
す
）

　
　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
と
き
は
、
続
柄
確
認
の
た

め
の
添
付
書
類
を
不
要
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

・　

被
保
険
者
と
扶
養
認
定
を
受

け
る
方
双
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
届
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
・　

①
、
②
の
書
類
に
よ
り
、
扶

養
認
定
を
受
け
る
方
の
続
柄
が

届
書
の
記
載
と
相
違
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
旨
を
、
事
業
主
が

届
書
に
記
載
し
て
い
る
こ
と

㈡　

収
入
要
件
の
確
認
書
類

①　

所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る
控
除

対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
と

な
っ
て
い
る
方

　
　

事
業
主
の
証
明
が
あ
れ
ば
添
付

書
類
は
不
要
で
す
。

②　

①
以
外
の
方

ア　

退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
収
入

要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
退
職

証
明
書
ま
た
は
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
の
写
し

イ　

雇
用
保
険
失
業
給
付
受
給
中

の
場
合
ま
た
は
雇
用
保
険
失
業

給
付
の
受
給
終
了
に
よ
り
収
入

要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し

ウ　

年
金
受
給
中
の
場
合
は
、
年

金
受
取
額
が
わ
か
る
年
金
額
の

改
定
通
知
書
な
ど
の
写
し

エ　

自
営
（
農
業
等
含
む
）
に
よ

る
収
入
、
不
動
産
収
入
等
が
あ

る
場
合
は
、
直
近
の
確
定
申
告

書
の
写
し

　
　

な
お
、
自
営
業
者
に
つ
い
て

の
収
入
額
は
、
当
該
事
業
遂
行

の
た
め
の
必
要
経
費
を
控
除
し

た
額
で
す
。

オ　

前
記
イ
〜
エ
以
外
に
他
の
収

入
が
あ
る
場
合
は
、
前
記
イ
〜

エ
に
応
じ
た
書
類
ま
た
は
課
税

（
非
課
税
）証
明
書

③　

①
及
び
②
の
方
に
共
通
す
る
事

項

　
　

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
傷
病

手
当
金
、
出
産
手
当
金
、
失
業
給

付
等
の
非
課
税
対
象
と
な
る
収
入

が
あ
る
場
合
は
、
別
途
受
取
金
額

の
わ
か
る
通
知
書
等
の
コ
ピ
ー
が

必
要
で
す
。

㈢　

仕
送
り
の
事
実
と
仕
送
り
額

　

別
居
の
場
合
は
、
収
入
要
件
の
判

断
に
仕
送
り
の
事
実
や
仕
送
り
額
が

確
認
で
き
る
も
の
を
用
い
ま
す
が
、

16
歳
未
満
ま
た
は
16
歳
以
上
の
学
生

の
場
合
は
不
要
で
す
。

・　

振
込
の
場
合
は
、
預
金
通
帳
等

の
写
し

・　

送
金
の
場
合
は
、
現
金
書
留
の

控
え（
写
し
）

㈣　

内
縁
関
係
の
確
認
書
類

・　

内
縁
関
係
に
あ
る
両
人
の
戸
籍

謄（
抄
）本

・　

被
保
険
者
の
世
帯
全
員
の
住
民

票
（
個
人
番
号
の
記
載
の
な
い
も

の
）
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　「くるみん認定」は、次世代育成支援対
策推進法に基づいて、一般事業主行動計画
を策定した企業のうち、計画に定めた目標
の達成その他の基準を満たした企業を、「子
育てサポート企業」として厚生労働大臣が
認定する制度です。
　この認定を受けた企業の証として「くる
みんマーク」が設けられており、商品や広
告などに付け、子育てサポート企業である
ことをPRすることができます。
　今年4月1日より、認定基準の改正など
が行われます。
１　くるみんの認定基準
①　男性の育児休業等取得率　10％以上
（改正前7％以上）
②　男性の育児休業等、育児目的休暇取得
率　20％以上（改正前15％以上）

③　認定基準に、男女の育児休業等取得率
等を厚生労働省のウェブサイト「両立支

援のひろば」で公表することを新たに追
加

２　プラチナくるみんの特例認定基準
　「プラチナくるみん」とは、くるみん認
定を既に受け、相当程度両立支援の制度の
導入や利用が進み、高い水準の取組を行っ
ている企業を評価しつつ、継続的な取組を
促進するための認定制度です。
①　男性の育児休業等取得率　30％以上
（改正前13％以上）
②　男性の育児休業等、育児目的休暇取得
率　50％以上（改正前30％以上）
③　出産した女性労働者及び出産予定だっ
たが退職した女性労働者のうち、子の1
歳時点在職者割合　70％（改正前55％）

３　新たな認定制度の創設
　新たな認定制度として、「トライくるみん」
（認定基準は、従来のくるみんと同じです）
や不妊治療と仕事との両立に関する認定制
度が創設されます。

くるみん認定基準等の改正

　従業員が負担する健康保険・厚生年金保
険の保険料は、被保険者資格を喪失した日
（退職日の翌日）の属する月の前月まで発
生します。したがって、例えば3月30日
退職のときは「2月分まで」、3月31日退
職のときは「3月分まで」発生します。
１　給与の保険料の場合
　月の途中で退職した場合は、退職月の前
月分の保険料を退職月の給与から控除しま
す。また、月末に退職した場合は、退職月
の前月と退職月の2か月分の保険料を退職
月の給与から控除することができます（当
月分給与を当月に支払う会社の場合）。
２　賞与に対する保険料
　月の途中に退職する場合は、退職月に支
給する賞与からは保険料を控除する必要が
ありません（控除済の場合は返金）。
　一方、月末に退職する場合は、退職月に
支払われた賞与から保険料控除をする必要
があります。

退職した従業員の社会保険料
徴収

　

日
本
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
企
業
間

で
相
手
国
に
一
時
的
に
派
遣
さ
れ
る

被
用
者
等
（
企
業
駐
在
員
等
）
は
、

両
国
で
年
金
制
度
及
び
雇
用
保
険
制

度
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

た
め
、
社
会
保
険
料
の
二
重
払
い
の

問
題
等
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。

　

令
和
４
年
２
月
に
社
会
保
障
協
定

が
発
効
さ
れ
、
派
遣
期
間
５
年
以
内

の
者
等
は
、
原
則
と
し
て
、
派
遣
元

国
の
年
金
・
雇
用
保
険
制
度
の
み
加

入
し
（
保
険
料
の
二
重
払
い
を
解

消
）、
ま
た
、
両
国
の
加
入
期
間
を

通
算
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
年
金

受
給
権
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
日
本
に
と
っ

て
21
番
目
の
社
会
保
障
協
定
国
と
な

り
ま
し
た
。
相
手
国
に
よ
り
協
定
内

容
が
異
な
る
た
め
、
相
手
国
別
の
注

意
事
項
を
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

日
本
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
社
会
保
障
協
定


